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【お問い合わせ】　産業課 農林係
　　　　　　　　　　62-9232　　9232有

中山間地域農業直接支払事業の取組中山間地域農業直接支払事業の取組
　中山間地域の農地は、食料生産とともに水源のかん養や洪水の防
止機能、良好な景観形成などの多様な機能を担っていますが、平地
に比べ自然条件や社会条件が厳しいことから、高齢化の進展や担い
手の減少、耕作放棄地の増加などによりその役割が低下するおそれ
があります。
　平成12年度から始まった「中山間地域農業直接支払事業」は、中
山間地域の農地の荒廃を防止し、農地のもつ多様な機能を持続させ
るために、「農地を守る協定」に基づいた、耕作者のみなさんが行う
主体的な活動を支援する事業です。
　平成17年度からは、中山間地域における農地の多面的機能の維持・
増進を一層図るため、自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整
備に向けた前向きな取組等を推進するとの考えのもとで、この事業
を継続的に実施することとなりました。

【対象地域】
　特定農山村法指定地域‥‥富士見町全域
【対象農用地】
　対象地域内にある農振農用地区域内の１ha以上
まとまった農地で、右表の基準により町長が指定
します。
【集落協定】
　この事業では、「農地を守る協定」を締結し、町
長の認定を受けることが必要です。また、協定に
基づく主体的な活動は、５年間以上継続しなけれ
ばなりません。
　町内では、現在13の集落協定が締結され、それ
ぞれ協定に基づいた活動を行っています。平成17
年度の実施状況は、「平成17年度集落協定地区一覧
表」のとおりです。

〔平成17年度共同取組活動の実施状況〕
□農地の法面の崩壊を未然に防止するための定期
　点検　
□道・水路の維持管理、簡易補修
□景観作物の作付け
□共同機械利用など

富士見町農業委員会からのお知らせ
　田や畑などの農地を、耕作目的で盛土・埋土などをして改良される場合は『農地改良届』の提出が
必要になります。規模の大小にかかわらず改良される予定の方は、町農業委員会事務局（　６２－９
２３４　　９２３４）又は地区担当農業委員へご相談ください。
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〔平成17年度集落協定地区一覧表〕

急傾斜農用地

緩傾斜農用地
＊急傾斜農用地に
挟まれ、連坦して
いる場合のみ該当

田：1/20以上
（水平距離20mに対して
1m以上の高低差）

田：1/100以上
1/20未満 

21,000円/10a

8,000円/10a
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